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（参考３）

科学技術・学術審議会 組織図

科学技術・学術審議会
・科学技術の総合的振興・学術振興に係る重要事項の調査審議・意見具申

研究計画・評価分科会
・研究開発計画作成、研究開発評価、これらに係る関係機関の事務の調整方針

資 源 調 査 分 科 会
・資源の総合的利用に関する重要事項

学 術 分 科 会
・学術の振興に関する重要事項

海 洋 開 発 分 科 会
・海洋開発に係る総合的・基本的事項

測 地 学 分 科 会
・測地学、政府機関の測地事業計画

技 術 士 分 科 会
・技術士制度・技術士法に基づく事項

技術・研究基盤部会
・研究開発基盤の整備、産学官の連携・交流の推進及び社会経済ニーズを踏ま
えた技術開発の推進に関する事項

生命倫理・安全部会
・ライフサイエンスに関する生命倫理及び安全の確保に関する事項

国 際 委 員 会
・科学技術・学術活動の国際化の推進に関する事項

人 材 委 員 会
・科学技術及び学術の振興を図り、科学技術創造立国を実現するための人材養
成に関する事項

基本計画特別委員会
・第３期科学技術基本計画策定に資する科学技術創造立国の実現に向けた基本
的な政策に関する事項

研究活動の不正行為に関する特別委員会
・競争的資金等を活用した研究活動における不正行為への対応に関する事項

は、政令に基づき常置される分科会。

は、政令又は科学技術・学術審議会運営規則に基づき審議会が設置する
部会又は委員会。

（平成１８年８月現在）


